
　４月より、スマートフォンから町税などの納付ができるアプリに「ｄ払い」を追加しました。

　お手持ちのスマートフォンで納付書のバーコードを読み込むことで、いつでもどこでも納め

ることができます。

＜対象の税金・料金＞

　・町県民税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税

　・水道料金、下水道使用料

　・住宅使用料

　・保育料

＜ご利用方法＞

　下記アプリをダウンロードし、スマートフォンで納付書のバーコードを読み取って決済をし

てください。詳しくは、各アプリのホームページをご覧ください。

＜利用できない納付書＞

＜ご注意ください＞

　●アプリ決済サービスで納付する場合は領収書が発行されませんので、領収書が必要な方や車検用の

　　●アプリ決済サービスでお支払い後、コンビニ店頭などでお支払いされないようご注意ください。

問い合わせ：税務係　54-2182

　納税証明書の発行をお急ぎの方は、金融機関またはコンビニエンストアで納付してください。

町税などが納付できる取扱いアプリが増えました

　●納付書にバーコードの印字がないもの　●バーコードが傷、汚れなどにより読み取れないもの

　●バーコードの有効期限が過ぎたもの　●納付金額が各アプリの上限を超えているもの

　（３０万円まで決済可能。ただし、LINE Payでは水道料金のみ５万円まで）


